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③ 令和７年度 境町総合防災訓練の概要と方向性

■ 本年度の総合防災訓練の特性

■ 全 般

■ 実施時程

■ 災害対策本部会議の方向性

■ 災害情報伝達訓練の概要

■ 広域避難訓練の概要

■ 展示・体験訓練の概要



災害情報伝達訓練の概要

役場から ２回、広域避難の避難情報を発令 します。

町からの「避難情報」発令は、次の４つの手段により情報伝達

されます。

１ 防災アプリによる情報配信

２ 防災行政無線（戸別受信機、屋外子局）

３ 自主防災組織 による電話連絡や避難の声掛け

４ 消防団の消防車による避難広報

2

１ 行政区の 緊急連絡網 による災害情報の伝達

２ 民生委員児童委員、福祉部等と連携し、平素の

見守り対象者、避難行動要支援者名簿対象の要配慮者

へ直接電話・声掛けをお願します。
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周囲の
促し

区長、民生委員
近隣等からの連絡

家族、知人等
からの連絡

半数以上が避難情報

で避難を決心

避難者集中の要因

周囲からの促し

電話連絡による

直接の呼びかけは有効！

《参 考》避難情報発令時の電話・声掛けによる効果
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※：東日本台風時の住民アンケート結果の例
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《参考》避難情報の種類

水害が発生しそうなとき、町から次の３つの避難情報が発令
されます。

警戒レベル５ 緊急安全確保
この段階では逃げ遅れです。今できる最善
を尽して下さい。

避難開始ではなく、ここまでに避難を完了
することが望ましい。

警戒レベル４ 避 難 指 示

対象地域の全町民を対象に発令
全
町
民

警戒レベル3 高齢者等避難

避難に時間のかかる高齢者等要配慮者は避難

一般の避難者も早めの自主避難が望ましい
高
齢
者
等

避難行動
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電話（総務班）

防災行政無線

災害対策本部（境町役場）

町民全員への伝達を完了

要配慮者への伝達要配慮者への伝達
区 長

町から「避難情報」

が発令されました。避難できる人は

早めに避難して下さい。
消防団による避難広報

要配慮者の伝達終わり

《参考》報伝達訓練イメージ： 高齢者等避難、避難指示

新防災アプリ
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情報伝達手段１：防災アプリ「New Sakainfo
（ニューさかいんふぉ）」 6

災害時、町からの「災害情報」「避難情報」や

町からの「お知らせ」を配信

マイナンバーカードを利用し、スマホにアプリをダウンロード

にげろ！

避難所の受付もＱＲコードを読み取るだけで簡単！
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誰が誰に連絡・確認するか決めておく → これも自主防災活動の一つ

区長が全員に確認する

・・・

・・・

・・・

回覧板を回す順番で伝達する

班長

班長 約22～3分

126世帯／１人

約2時間
区

長

区

長12～3世帯／１人＝約12～3分

10班長／１人

約10分

情報伝達手段２：各行政区の緊急連絡網

メールなら
更に早い！
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LINEも有効です！



行政区において犠牲者を出さない！

ように確実な情報の伝達、要配慮者への

声掛けや支援等の役割を決めておくことが

自主防災活動 では重要です！

避難用のバス
お願いします

大丈夫？

高齢者等避難が出てます！

逃げましょう！

一緒に避難所へ避難

しましょう
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